
1

山　　形　　県　　公　　報 号外(12)平成18年４月１日（土曜日）

平成18年４月１日（土）

 

号　　外（12）

  目　　　　　次  

規　　　　　則

　○知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則………………………（人　事　課）…１

訓　　　　　令

　○山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令…………………………（　　同　　）…同

  規　　　　　則 

　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

　　平成18年４月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

山形県規則第73号

　　　知事の権限に属する事務の委任に関する規則の一部を改正する規則

　知事の権限に属する事務の委任に関する規則（昭和41年９月県規則第70号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号ロ中「、鶴岡農村整備課長、酒田農村整備課長」を削り、同号に次のように加える。

　　ヘ　指定管理者（地方自治法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。）との協定の締結

　第５条の２第１号中「児童短期入所事業、知的障害者短期入所事業」を「障害者自立支援法（平成17年法律第

123号）第５条第８項に規定する短期入所（次条において「短期入所」という。）」に改め、同条に次の１号を加え

る。

　(2) 発達障害者の支援に関すること

　第５条の３第１号中「児童短期入所事業」を「短期入所」に改める。

　　　附　則

　この規則は、公布の日から施行する。

  訓　　　　　令  

山形県訓令第９号

庁　　　　　中

出　先　機　関

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

　　平成18年４月１日

山形県知事　　齋　　　藤　　　　　　　弘

　　　山形県事務代決及び専決事務に関する規程の一部を改正する訓令

　山形県事務代決及び専決事務に関する規程（昭和28年12月県訓令第49号）の一部を次のように改正する。

　第４条第２項及び第７条第３項中「業務名を冠する主幹」を「主幹」に改める。

　第13条第２項中「、産業技術短期大学校庄内校及び農業総合研究センター」を「及び産業技術短期大学校庄内校」

に改める。

　別表第１人事・服務の項第１項総合支庁部長専決事項の欄中「業務名を冠する主幹」を「主幹」に改め、同表の

備考第２項の表左欄中「、鶴岡農村整備課、酒田農村整備課」を削り、同備考第４項中「建設企画課」を「建設企
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画課及び交通政策課」に改め、同項の表中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」    

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同備考第５

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」    

項の表左欄及び第６項の表左欄中「、鶴岡農村整備課、酒田農村整備課」を削る。

　別表第２総務部の項人事課の項給与に関すること。の項部長専決事項の欄第１項中「10級」を「８級」に、「給

料月額」を「号給等」に改め、同部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

総務部総務課長総務部改革推進課

環境企画課長文化環境部環境整備課、環境保護課

産業政策課長 商工労働観光部商業経済交流課

政策企画課長総務部改革推進室改革推進課、情報企画課 

県民文化課長文化環境部学術振興課、女性青少年政策室

環境企画課長
文化環境部循環型社会推進課、みどり自然

課

産業政策課長
商工労働観光部商業経済交流課、観光振興

課

農政企画課長農林水産部経営安定対策課

生産技術課長 農林水産部エコ農業推進課 

１　市町村債の

許可に関する

こと。

市町村債に関す

ること。

１　市町村債の

許可に関する

こと。

市町村債に関す

ること。

１　第28条第１

項の規定によ

る遊休土地の

認定に関する

こと。

１　第24条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

国土利用計画法

に関すること。

改革推

進室政

策企画

課

２　第31条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

２　第26条の規

定による公表

に 関 す る こ

と。

３　第32条第１

項の規定によ

る遊休土地の

買取りの協議

を行う者の決

定に関するこ

と。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 に改め、同部の項総合政策室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

政策企画課の項、総合政策室情報企画課の項及び総合政策室統計企画課の項を削り、同表文化環境部の項学術振興

　　　　　　　　　　　　「　　　　　　「

　　　　　　　　　　　　

課の項を削り、同部の項中　　　　　　を　　　　　　に改め、同表健康福祉部の項児童家庭課の項児童福祉法施

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　」

行規則に関すること。の項部長専決事項の欄第１項を削り、同課の項児童福祉法施行規則に関すること。の項課長

専決事項の欄に次の１項を加える。

　１　第37条第４項から第６項までの規定による児童福祉施設に係る変更の届出の受理に関すること（第二種社会

福祉事業に係るものを除く。）。

　別表第２健康福祉部の項児童家庭課の項非常勤職員の任免に関すること。の項部長専決事項の欄第１項中「児童

福祉施設における児童指導業務に従事する者」を「児童福祉に係る顧問弁護士」に改め、同表農林水産部の項中

「

１　第９条の規

定による基準

地の選定及び

標準価格の判

定に関するこ

と。

国土利用計画法

施行令に関する

こと。 

１　電子計算機

による給与事

務処理が行わ

れた職員につ

いての所得税

の源泉徴収事

務並びに県及

び市町村民税

の特別徴収事

務に関するこ

と。

源泉徴収等に関

すること。

改革推

進室情

報企画

課

１　国勢調査区

その他統計調

査区の設定認

可に関するこ

と。

統計に関するこ

と。

改革推

進室統

計企画

課 

１　第６条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の規

定による認可

に関すること。

農業倉庫業法に

関すること（別

に定めるものを

除く。）。

農政企

画課 

２　第13条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の規

定による認可

に関すること。

環境整

備課

環境保

護課 

循環型

社会推

進課

みどり

自然課
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項生産流通課

１　第44条第２

項及び第４項

の規定による

定款の変更の

認可及び届出

の受理に関す

ること。

農業協同組合法

に 関 す るこ と

（別に定めるも

のを除く。）。

１　第９条の規

定による一時

償還の請求に

関すること。

農業改良資金助

成法に関するこ

と。

１　第19条第２

項の規定によ

る一時償還の

請求に関する

こと。

山形県農業改良

資金貸付規則に

関すること。

１　第55条の規

定による地方

卸売市場の開

設の許可に関

すること。

卸売市場法に関

すること。

農政企

画課

２　第58条第１

項の規定によ

る卸売の業務

の許可に関す

ること。

３　第60条の規

定による地方

卸売市場の廃

止の許可に関

すること。

１　第６条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の規

定による認可

に関すること。

農業倉庫業法に

関すること（別

に定めるものを

除く。）。

経営安

定対策

課

２　第13条（第

26条において

準用する場合

を含む。）の規

定による認可

に関すること。

１　第44条第２

項及び第４項

の規定による

定款の変更の

認可及び届出

農業協同組合法

に 関 す るこ と

（別に定めるも

のを除く。）。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」          

の項を削り、同部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　の受理に関す

ること。

１　第９条の規

定による一時

償還の請求に

関すること。

農業改良資金助

成法に関するこ

と。

１　第19条第２

項の規定によ

る一時償還の

請求に関する

こと。 

山形県農業改良

資金貸付規則に

関すること。

１　非常勤の病

害虫防除員の

任免に関する

こと。

非常勤職員の任

免に 関 す る こ

と。

農業技

術課

１　第47条第１

項の規定によ

る認可の申請

に関すること。

１　第６条第３

項の規定によ

る裁定に関す

ること。

公有水面埋立法

に関 す る こ と

（漁港区域に係

るものに限る。）。

生産技

術課

１　第８条第１

項の規定によ

る漁港の区域

内に所在し、

又は漁港管理

者の長が海岸

管理者となる

海岸保全施設

若しくは公共

海岸である国

有財産の引継

ぎに関するこ

と。

国有財産法に関

すること。

２　第12条の規

定による漁港

の区域内に所

在し、又は漁

港管理者の長

が海岸管理者

となる海岸保

全施設若しく

は公共海岸で

ある国有財産

の所管換えに

関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項農村計画課

　

３　第27条の規

定による漁港

の区域内に所

在し、又は漁

港管理者の長

が海岸管理者

となる海岸保

全施設若しく

は公共海岸で

ある国有財産

の交換に関す

ること。

１　第48条第２

項の規定によ

る定款の変更

の認可に関す

ること。

水産業協同組合

法に関すること。

１　第10条の規

定による漁業

権の設定の免

許（内水面に

係るものに限

る。）に関する

こと。

１　第39条第１

項の規定によ

る漁業権の変

更等に関する

こと。

漁業法に関する

こと。

２　第11条の規

定による免許

の内容等の事

前決定（内水

面に係るもの

に限る。）に関

すること。

２　第67条第４

項の規定によ

る内水面漁場

管理委員会の

指示の取消し

に 関 す る こ

と。

３　第22条第１

項の規定によ

る漁業権の分

割又は変更の

免許（内水面

に係るものに

限る。）に関す

ること。

３　第132条 に

おいて準用す

る 第100条 の

規定による委

員の解任に関

すること。

４　第24条第２

項の規定によ

る漁業権を目

的とする抵当

権の設定の認

可（内水面に

係るものに限

る。）に関する

こと。
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５　第26条第１

項ただし書の

規定による認

可（内水面に

係るものに限

る。）に関する

こと。

６　第36条の規

定による休漁

中の漁業許可

等（内水面に

係るものに限

る。）に関する

こと。

７　第65条第７

項の規定によ

る意見の聴取

（内水面に係

る も の に 限

る。）に関する

こと。

８　第67条第９

項の規定によ

る催告及び同

条第11項の規

定による命令

（内水面に係

る も の に 限

る。）に関する

こと。

１　第４条第５

項の規定によ

る審査の基準

及び方法の決

定に関するこ

と。

主要農作物種子

法に関すること。

１　原種の配布

に関すること。

山形県主要農作

物原種配布規則

に関すること。

１　第３条第１

項の規定によ

る果樹園経営

計画の認定に

関すること。

果樹農業振興特

別措置法に関す

ること。

１　非常勤の漁

業監視員の任

免に関するこ

と。

非常勤職員の任

免に関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

の項非常勤職員の任免に関すること。の項を削り、同部の項森林課の項森林法施行規則に関すること。の項部長専

決事項の欄第１項中「協議」を「協議（皆伐に係るものに限る。）」に改め、同課の項林業経営基盤の強化等の促進

のための資金の融通に関する暫定措置法に関すること。の項項目の欄中「林業経営基盤の強化等の促進のための資

金の融通に関する暫定措置法」を「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法」に改

め、同課の項林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令に関すること。の項項目

の欄中「林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法施行令」を「林業経営基盤の強化等

の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法施行令」に改め、同表土木部の項管理課の項国有財産法に関する

こと（生産流通課及び交通基盤課に係るものを除く。）。の項項目の欄中「生産流通課及び交通基盤課」を「生産技

術課及び交通政策課」に改め、同部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

１　第19条第１

項の規定によ

る市場再編整

備地域の指定

に関すること。

家畜取引法に関

すること。

エコ農

業推進

課

２　第22条第１

項の規定によ

る市場再編整

備計画の変更

の承認に関す

ること。

３　第23条の規

定による市場

再編整備地域

の指定の解除

に関すること。

１　第５条第２

項の規定によ

る命令に関す

ること。

家畜排せつ物の

管理の適正化及

び利用の促進に

関する法律に関

すること。

１　家畜衛生試

験に関するこ

と。

家畜衛生試験に

関すること。

１　非常勤の病

害虫防除員の

任免に関する

こと。

非常勤職員の任

免に関すること。

11　第136条 第

１項の規定に

よる代理人の

指定に関する

こと。

11　第136条 第

１項の規定に

よる代理人の

指定に関する

こと。
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１　第２条第１

項の規定によ

る公有水面埋

立の免許に関

すること。

１　第６条第３

項の規定によ

る裁定に関す

ること。

公有水面埋立法

に 関 する こ と

（港湾区域に係

るものに限る。）。

交通政

策課

２　第13条の２

第１項の規定

による埋立区

域の縮小等の

許可に関する

こと。

３　第14条第１

項の規定によ

る土地立入等

の許可に関す

ること。

４　第16条第１

項の規定によ

る公有水面の

埋立権の譲渡

の許可に関す

ること。

５　第22条第１

項の規定によ

る竣功認可に

関すること。

６　第23条第１

項ただし書の

規定による竣

功認可の告示

前の埋立地の

使用許可に関

すること。

７　第27条第１

項及び第３項

の規定による

所有権の移転

等の許可及び

協議に関する

こと。

８　第30条の規

定による災害

防止に関する

命令に関する

こと。
９　第31条の規

定による工作

物等の除去命

令に関するこ

と。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項交通基盤課

10　第33条の規

定による事実

更正等の措置

に関すること。

11　第35条の規

定による原状

回復義務の免

除等に関する

こと。

１　第８条第１

項の規定によ

る港湾区域若

しくは港湾隣

接地域内に所

在し、又は港

湾管理者の長

が海岸管理者

となる海岸保

全施設若しく

は公共海岸で

ある国有財産

の引継ぎに関

すること。

国有財産法に関

すること。

２　第12条の規

定による港湾

区域若しくは

港湾隣接地域

内に所在し、

又は港湾管理

者の長が海岸

管理者となる

海岸保全施設

若しくは公共

海岸である国

有財産の所管

換えに関する

こと。

３　第27条の規

定による港湾

区域若しくは

港湾隣接地域

内に所在し、

又は港湾管理

者の長が海岸

管理者となる

海岸保全施設

若しくは公共

海岸である国

有財産の交換

に関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

の項を次のように改める。

　別表第２土木部の項河川砂防課の項公有水面埋立法に関すること（生産流通課、管理課及び交通基盤課に係るも

のを除く。）。の項項目の欄中「生産流通課」を「生産技術課」に、「交通基盤課」を「交通政策課」に改める。

　別表第３総務企画部の項企画振興課の項生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置法に関するこ

と。の項項目の欄中「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置法」を「生活関連物資等の買占め及

１　第13条本文

の規定による

港湾施設の占

用の許可に関

すること（国

土交通大臣の

承認に係るも

のに限る。）。

山形県港湾施設

管理条例に関す

ること。

２　第14条第１

項本文の規定

による港湾施

設の占用の変

更の許可に関

すること（国

土交通大臣の

承認に係るも

のに限る。）。

３　第15条にお

いて準用する

第12条ただし

書の規定によ

る転貸等の許

可に関するこ

と（国土交通

大臣の承認に

係るものに限

る。）。

１　第10条の規

定による運輸

の開始の認可

に 関 す る こ

と。

軌道法に関する

こと。

道路課

２　第11条第１

項の規定によ

る運転速度及

び度数の決定

の認可に関す

ること。

１　第６条の規

定による工事

方法等の変更

の認可等に関

すること。

軌道法施行令に

関すること。
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び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」に改め、同表保健福祉環境部の項福祉課の項児童福祉法に関すること。

の項総合支庁長専決事項の欄中第１項及び第２項を削り、第３項を第１項とし、同課の項児童福祉法に関すること。

の項総合支庁部長専決事項の欄中第１項を削り、第２項を第１項とし、同課の項児童福祉法に関すること。の項総

合支庁課長専決事項の欄中第１項から第３項までを削り、第４項を第１項とし、第５項から第８項までを３項ずつ

繰り上げ、同課の項児童福祉法施行規則に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項を削り、同課の項児

童福祉法施行規則に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「及び第５項」を「から第６項まで」に

改め、同課の項身体障害者福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄中第１項を削り、第２項を第１項と

し、同欄第３項中「身体障害者居宅生活支援事業等」を「身体障害者相談支援事業等」に改め、同項を同欄第２項

とし、同欄中第４項を第３項とし、同課の項身体障害者福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第

１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を削り、第４項を第２項とし、第５項を第３項とし、第６項を第４項と

し、同課の項知的障害者福祉法に関すること。の項総合支庁長専決事項の欄中第１項を削り、第２項を第１項とし、

同欄第３項中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、同項を同欄第２項とし、

同欄第４項中「知的障害者居宅生活支援事業等」を「知的障害者相談支援事業」に改め、同項を同欄第３項とし、

同課の項知的障害者福祉法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第１項を削り、第２項を第１項とし、

第３項を削り、第４項を第２項とし、第５項から第７項までを２項ずつ繰り上げ、同課の項介護護保険法に関する

こと。の項総合支庁長専決事項の欄第２項中「第103条第１項」を「第103条第３項」に、「運営の改善の命令」を

「措置命令」に改め、同課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第23項を第34項とし、

第22項を第33項とし、第21項を第32項とし、第20項を第31項とし、同項の前に次の２項を加える。

　29　第107条第５項の規定による指定介護療養型医療施設の指定に係る意見の聴取に関すること。

　30　第107条の２第１項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第19項を第

28項とし、第18項を第27項とし、第17項を第26項とし、第16項を第25項とし、同項の前に次の１項を加える。

　24　第94条の２第１項の規定による介護老人保健施設の許可の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第15項中「及

び第２項」を「、第２項及び第６項」に、「及び変更の許可」を「、変更の許可及び許可に係る意見の聴取」に改

め、同項を同欄第23項とし、同欄中第14項を第22項とし、第13項を第21項とし、第12項を第20項とし、同項の前に

次の２項を加える。

　18　第86条第３項の規定による指定介護老人福祉施設の指定に係る意見の聴取に関すること。

　19　第86条の２第１項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第11項を第

17項とし、第10項を第16項とし、同項の前に次の４項を加える。

　12　第78条の２第２項の規定による指定地域密着型サービス事業者の指定に係る届出の受理に関すること。

　13　第78条の２第３項の規定による指定地域密着型特定施設の指定に係る助言及び勧告に関すること。

　14　第78条の10の規定による地域密着型サービス事業者の指定等の届出の受理に関すること。

　15　第79条の２第１項の規定による指定居宅介護支援事業者の指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第９項を第

11項とし、第８項を第10項とし、第７項を第９項とし、同欄第６項中「病院、診療所及び薬局」を「病院等」に改

め、同項を同欄第８項とし、同欄第５項の次に次の２項を加える。

　６　第70条第５項の規定による指定特定施設の指定に係る意見の聴取に関すること。

　７　第70条の２第１項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄に次の４項を

加える。

　35　第115条の５の規定による指定介護予防サービス事業者に係る変更、廃止、休止及び再開の届出の受理に関す

ること。

　36　第115条の６の規定による指定介護予防サービス事業者等に対する報告の聴取等に関すること。

37　第115条の10において準用する第70条の２第１項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新に

関すること。

　38　第115条の18の規定による地域密着型介護予防サービス事業者の指定等の届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第３項を削

り、第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。
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　２　指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚生省告示第20号）に基づく届出の受理

に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項福祉課の項介護保険に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄中第４項を削

り、第５項を第４項とし、同項の次に次の１項を加える。

　５　指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚生労働省告示第127号）に基づく

届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項環境課の項

１　第９条第９

項、第11項及

び第12項の規

定による鳥獣

の捕獲等の許

可証の再交付

等に関するこ

と。

１　第９条第１

項、第 ７ 項

（第15条 第11

項において準

用する場合を

含む。）及び第

８項の規定に

よる鳥獣の捕

獲等の許可に

関すること。

１　第10条（第

15条第11項に

おいて準用す

る 場 合 を 含

む。）の規定に

よる鳥獣の捕

獲等の許可に

係る措置命令

等に関するこ

と。

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律に関

すること。

環境課

１　第29条第１

項の規定によ

る指定障害福

祉サービス事

業者の指定に

関すること。

１　第11条第３

項、第48条第

２項及び第81

条第２項にお

いて準用する

第９条第２項

の規定による

職員の身分を

示す証明書の

発行に関する

こと（育成医

療及び精神通

院医療に係る

ものを除く。）。

１　第48条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

障害者自立支援

法に関すること。

２　第37条第１

項の規定によ

る指定の変更

に関すること。

２　第49条第１

項の規定によ

る勧告に関す

ること。

３　第46条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

３　第49条第５

項の規定によ

る命令に関す

ること。

１　民生委員及

び児童委員に

対する知事感

謝状に関する

こと（知事が

別に定める基

準による場合

に限る。）。

知事感謝状に関

すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

大気汚染防止法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第８項を第10項とし、第４項から第７項までを２

項ずつ繰り下げ、第３項の次に次の２項を加える。

　４　第17条の７の規定による計画変更命令等に関すること。

　５　第17条の10の規定による改善命令等に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項環境課の項大気汚染防止法に関すること。の項総合支庁課長専決事項の欄第４項中

「第18条の13第１項」を「第17条の12第１項及び第18条の13第１項」に改め、同欄第５項及び第６項中「第18条の

13第２項」を「第17条の12第２項及び第18条の13第２項」に改め、同欄中第13項を第16項とし、第８項から第12項

までを３項ずつ繰り下げ、第７項の次に次の３項を加える。

　８　第17条の４第１項の規定による揮発性有機化合物排出施設の設置の届出の受理に関すること。

　９　第17条の５第１項の規定による揮発性有機化合物排出施設の使用の届出の受理に関すること。

　10　第17条の６第１項の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健予防課の項精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関すること。の項

総合支庁長専決事項の欄中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、第４項から第６項までを削

り、同課の項精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第13項中

「医療保護入院」を「医療保護入院等」に、「移送等」を「移送」に改め、同項を同欄第14項とし、同欄中第12項を

第13項とし、第８項から第11項までを１項ずつ繰り下げ、同欄第７項中「第27条第３項の規定による職員の任命及

び第５項」を「第27条第５項、第38条の６第３項及び第50条の２の４第２項において準用する第19条の６の16」に

改め、同項を同欄第８項とし、同欄第６項の次に次の１項を加える。

　７　第26条の３の規定による通報の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健予防課の項精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関すること。の項

総合支庁課長専決事項の欄に次の１項を加える。

　３　第50条第３項の規定による届出の受理に関すること。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健予防課の項児童福祉法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第

１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、同欄第４項中「第56条第４項及び第７項」を「第56条第５

項及び第８項」に改め、同項を同欄第３項とする。

　別表第３保健福祉環境部の項地域保健予防課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

１　第９条第９

項、第11項 及

び第12項の規

定による鳥獣

の捕獲等の許

可証の再交付

等に関するこ

と。

１　第９条第１

項、第 ７ 項

（第15条第11

項において準

用する場合を

含む。）及び第

８項の規定に

よる鳥獣の捕

獲等の許可等

に関すること。

１　第10条（第

15条第11項に

おいて準用す

る 場 合 を 含

む。）の規定に

よる鳥獣の捕

獲等の許可に

係る措置命令

等に関するこ

と。

鳥獣の保護及び

狩猟の適正化に

関する法律に関

すること。

環境課

１　第19条の規

定による栄養

指導員の任命

に関すること。

健康増進法に関

すること。

１　第19条の規

定による栄養

指導員の任命

に関すること。

健康増進法に関

すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同表産業経済部の項商工労働

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

観光課の項通訳案内業法に関すること。の項を次のように改める。

１　第９条第２

項（第10条第

２項及び第11

条第３項にお

いて準用する

場合を含 む。）

の規定による

職員の身分を

示す証明書の

発行に関する

こと。

１　第９条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

障害者自立支援

法に関すること

（育成医療に係

るものに限る。）。

２　第52条第１

項の規定によ

る支給認定に

関すること。

２　第10条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

３　第56条第２

項の規定によ

る支給認定の

変更の認定に

関すること。

３　第11条第１

項の規定によ

る報告の徴収

等に関するこ

と。

４　第57条第１

項の規定によ

る支給認定の

取消しに関す

ること。

１　第18条の規

定による通訳

案内士の登録

に関すること。

通訳案内士法に

関すること。

２　第22条の規

定による通訳

案内士登録証

の交付に関す

ること。

３　第23条の規

定による登録

事項の変更の

届出の受理等

に 関 す る こ

と。

４　第24条の規

定による通訳

案内士登録証

の再交付に関

すること。
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　別表第３産業経済部の項農業振興課（庄内総合支庁を除く。）の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

５　第25条及び

第26条の規定

による登録の

抹消に関する

こと。

６　第27条の規

定による通訳

案内士登録簿

の閲覧に関す

ること。

７　第32条の規

定による措置

に関すること。

８　第33条の規

定による通訳

案内士の処分

に関すること。

９　第34条の規

定による報告

の徴収に関す

ること。

11　第126条 の

規定による契

約の取消しに

関すること。

11　第126条 の

規定による契

約の取消しに

関すること。

１　第10条第２

項及び第３項

（第32条第９

項において準

用する場合を

含む。）の規定

による許可証

の写しの交付

及び受理に関

すること。

山形県内水面漁

業調整規則に関

すること。

２　第17条の規

定による許可

証の交付等に

関すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項農村整備課、西村山

                                                                  　　　　　　　　　　　　　 」

農村整備課、北村山農村整備課、西置賜農村整備課、鶴岡農村整備課及び酒田農村整備課の項課名の欄中「、西置

賜農村整備課、鶴岡農村整備課及び酒田農村整備課」を「及び西置賜農村整備課」に改め、同部の項農村整備課、

西村山農村整備課、北村山農村整備課、西置賜農村整備課、鶴岡農村整備課及び酒田農村整備課（最上総合支庁及

び庄内総合支庁の農村計画課を含む。）の項課名の欄中「、西置賜農村整備課、鶴岡農村整備課及び酒田農村整備

課」を「及び西置賜農村整備課」に改め、「及び庄内総合支庁」を削り、同部の項水産課の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同部の項森林整備課、西村山

　

３　第18条の規

定による許可

証の受理等に

関すること。

４　第32条第１

項の規定によ

る許可（種卵

確保のために

実施するさけ

の採捕に係る

ものを除く。）

に関すること。

５　第32条第５

項の規定によ

る報告の受理

に関すること。

６　第32条第７

項の規定によ

る許可に関す

ること。

７　第33条の規

定による届出

の受理に関す

ること。

１　農林漁業資

金の融資に係

る工事の竣工

認定に関する

こと。

工事の竣工認定

に関すること。

１　農林漁業資

金の融資に係

る工事の竣工

認定に関する

こと。

工事の竣工認定

に関すること。

１　青年漁業士

及び指導漁業

士の認定に関

すること。

青年漁業士及び

指導漁業士に関

すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

森林整備課、北村山森林整備課及び西置賜森林整備課の項森林法施行規則に関すること。の項総合支庁部長専決事

項の欄中第２項を第３項とし、第１項の次に次の１項を加える。

　２　第22条の８第１項第10号の規定による国有林の伐採の協議（皆伐に係るものを除く。）に関すること。

　別表第３建設部の項建設総務課、西村山総務建築課、北村山総務建築課及び西置賜総務建築課の項屋外広告物法

に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第１項中「第７条第３項及び第４項」を「第７条第４項」に改め、

同課の項道路法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第10項を第11項とし、第６項から第９項までを１

項ずつ繰り下げ、第５項の次に次の１項を加える。

　６　第44条の２第３項及び第４項の規定による違法放置物件を保管した場合の公示及び違法放置物件の売却に関

すること。

　別表第３建設部の項道路課、道路計画課、西村山道路計画課、北村山道路計画課及び西置賜道路計画課の項道路

法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第９項を第10項とし、第３項から第８項までを１項ずつ繰り下

げ、第２項の次に次の１項を加える。

　３　第44条の２の規定による違法放置物件の除去等に関すること。

　別表第３建設部の項建築課の項建築基準法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄中第２項及び第３項を

削り、第４項を第２項とし、同欄第５項中「制限」を「高さの制限」に改め、同項を同欄第３項とし、同項の次に

次の２項を加える。

　４　第57条の２第３項及び第４項の規定による特例容積率の限度の指定及び公告に関すること。

　５　第57条の３第２項及び第３項の規定による特例容積率の限度の指定の取消し及び公告に関すること。

　別表第３建設部の項建築課の項建築基準法に関すること。の項総合支庁部長専決事項の欄第16項中「複数建築物

の設計」を「建築物の位置及び構造」に改め、同欄第17項中「同一敷地内建築物以外の建築」を「一敷地内認定建

築物以外の建築物の位置及び構造」に改め、同欄第18項中「複数建築物の設計」を「建築物の位置及び構造」に改

め、同部の項港湾事務所の項国有財産法に関すること（漁港の区域、港湾区域若しくは港湾隣接地域内に所在し、

又は漁港管理者若しくは港湾管理者の長が海岸管理者となる海岸保全区域施設若しくは公共海岸である国有財産に

係るものに限る。）。の項総合支庁課長専決事項の欄第１項中「農林水産部生産流通課及び土木部交通基盤課」を

「農林水産部生産技術課及び土木部交通政策課」に改め、同表の備考第２項中「次の表の左欄に掲げる課」を「水

産課」に、「同表の右欄に掲げる者」を「水産課長」に改め、同項の表を削る。

　別表第４第１号中「、保健医療大学、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校」を「及び保健医療大

　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

学」に改め、同号の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　」

表事務局長専決事項の欄第１項中「学長又は校長専決事項」を「学長専決事項」に改め、同別表第２号の表以外の

部分を次のように改める。

　(2) 総合療育訓練センター、産業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校

　　　　　　　　　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　「

　別表第４第２号の表中　　　　　　　　　　　　　　　　　を　　　　　　　　　　　　　　　　　に改め、同

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　」

表事務局長専決事項の欄第１項中「所長専決事項」を「所長又は校長専決事項」に、「事務局長」を「事務局長（産

業技術短期大学校及び産業技術短期大学校庄内校にあつては、事務局長）」に改め、同別表第３号の表（児童相談

所長の専決事項）の項第１項中「第34条第１項第９号の規定による行為の承諾及び同法」を削り、同表（精神保健

福祉センター所長の専決事項）の項第１項中第１号を削り、第２号を第１号とし、第３号から第９号までを１号ず

つ繰り上げ、同項の次に次の１項を加える。

１　青年漁業士

及び指導漁業

士に対する知

事感謝状に関

すること（知

事が別に定め

る基準による

場合に限る。）。

知事感謝状に関

すること。

学長又は校長専決事項 学長専決事項 

所長専決事項 所長又は校長専決事項



19

山　　形　　県　　公　　報 号外(12)平成18年４月１日（土曜日）

　２　障害者自立支援法に関すること（精神通院医療に係るものに限る。）のうち次に掲げる事項

　　(1) 第９条第２項（第10条第２項及び第11条第３項において準用する場合を含む。）の規定による職員の身分

を示す証明書の発行に関すること。

　　(2) 第52条第１項の規定による支給認定に関すること。

　　(3) 第56条第２項の規定による支給認定の変更に関すること。

　　(4) 第57条第１項の規定による支給認定の取消しに関すること。

　　　附　則

　この訓令は、公布の日から施行する。
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